
報告第２４号 

 

臨時代理の報告について 

 

東広島市教育委員会非常勤職員設置規則（平成２１年東広島市教育委員会規則第２

号）の一部改正について、東広島市教育委員会教育長事務委任規則（平成２０年東広

島市教育委員会規則第２号）第４条第１項の規定により別紙のとおり臨時に代理した

ので、同条第２項の規定により報告する。 

 

平成３０年４月２６日提出 

 

                   東広島市教育委員会 

教育長  津  森     毅 

 

１ 報告理由 

  東広島市教育委員会非常勤職員設置規則の一部改正に当たり、緊急を要し、か

つ、教育委員会の会議を招集する時間的余裕がなかったため、臨時に代理したの

で、この事項について報告するものである。 

 

２ 臨時代理の内容 

(1) 改正の内容 

平成３０年度東広島市一般会計補正予算（第１号）の議決に伴い、新たに東広

島市特別支援教育相談員、東広島市スクールサポートコーディネーター、東広島

市部活動支援員及び東広島市外国語指導助手コーディネーターを設置する。 

(2) 改正年月日 

   平成３０年４月１日 

 

３ 臨時代理年月日 

  平成３０年３月３０日 
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４ 根拠法令 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 

第１５条 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に属

する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる。 

第２５条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属す

る事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができ

る。 

 

東広島市教育委員会教育長事務委任規則 

第４条 法第２５条第１項に基づき、教育長は、法第２５条第２項各号及び第１条

各号に掲げる事務について、緊急を要する事案で、かつ、教育委員会の会議を招

集する時間的余裕がないと認めるとき、又は当該会議が成立しないときは、当該

事務を臨時に代理することができる。 

２ 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、その事項を次の教育委員

会の会議に報告しなければならない。 
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東広島市教育委員会規則第９号 

 

 東広島市教育委員会非常勤職員設置規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  平成３０年３月３０日 

 

東広島市教育委員会          

教育長  津  森     毅    

 

   東広島市教育委員会非常勤職員設置規則の一部を改正する規則 

 

    東広島市教育委員会非常勤職員設置規則（平成２１年東広島市教育委員会規則第２

号）の一部を次のように改正する。 

別表東広島市教科等指導支援員の項の次に次のように加える。 

東広島市特別

支援教育相談

員 

指導課 月額１４７,１

００円 

(1) 教育上特別の支援を必

要とする幼児、児童生徒

等に係る教育相談の実施 

(2) 学校、保育所等におけ

る支援の状況等の実態に

関する調査 

(3) 通級指導教室（学校教

育法施行規則（昭和２２

年文部省令第１１号）第

１４０条の特別の教育課

程をいう。）を担当する

教員への指導及び助言 

(4) 教育支援委員会（附属

機関の設置に関する条例

（昭和５０年東広島市条

例第３４号）別表に掲げ

る東広島市教育支援委員

会をいう。）に関する事

務 

(5) (1)から(4)までに掲げ

るもののほか、主管部長

が必要と認める事務 

東広島市スク

ールサポート

コーディネー

ター 

指導課 月額１４７,１

００円 

(1) 学校支援者（教科等の

指導、学校運営、学校環

境等に関する相談の対応

及び支援を行う者として
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教育委員会の登録を受け

たものをいう。以下この

項において同じ。）の登

録に係る受付及び決定に

関する事務 

(2) 幼稚園の園長及び小中

学校の校長からの学校支

援者に対する相談の受付 

(3) 幼稚園、小学校及び中

学校と学校支援者との連

絡調整に関する事務 

(4) 学校支援者の幼稚園、

小学校又は中学校への派

遣に係る事務 

(5) (1)から(4)までに掲げ

るもののほか、主管部長

が必要と認める事務 

東広島市部活

動支援員 

指導課 １時間につき

１,６００円 

(1) 部活動における実技及

び安全の確保に関する指

導 

(2) 大会、練習試合等への

児童生徒の引率 

(3) (1)及び(2)に掲げるも

ののほか、主管部長が必

要と認める事務 

東広島市外国

語指導助手コ

ーディネータ

ー 

指導課 １時間につき

１,０００円 

(1) 外国語指導助手（東広

島市外国語指導助手設置

規則（平成２９年東広島

市教育委員会規則第９

号）第１条に規定する外

国語指導助手をいう。以

下 こ の 項 に お い て 同

じ。）と教育委員会及び

学校との連絡調整に関す

る事務 

(2) 外国語指導助手の転入

及び転出に係る事務 

(3) 外国語指導助手の日常

生活の支援 

(4) (1)から(3)までに掲げ

るもののほか、主管部長

が必要と認める事務 

   附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 
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東広島市教育委員会非常勤職員設置規則（平成２１年東広島市教育委員会規則第２号）新旧対照表 

新 旧 

別表（第５条、第６条、第１４条関係） 別表（第５条、第６条、第１４条関係） 

職名 所属 報酬の額 職務の内容 

東広島市

特別支援

教育相談

員 

指導課 月額１４７，１００

円 

(1)  教育上特別の支援

を必要とする幼児、児

童生徒等に係る教育

相談の実施 

(2) 学校、保育所等に

おける支援の状況等

の実態に関する調査 

(3) 通級指導教室（学

校教育法施行規則（昭

和２２年文部省令第

１１号）第１４０条の

特別の教育課程をい

う。）を担当する教員

への指導及び助言 

(4) 教育支援委員会に

関する事務 

(5) (1)から(4)までに

掲げるもののほか、主

管部長が必要と認め

る事務 

東広島市

スクール

サポート

コーディ

ネーター 

指導課 月額１４７，１００

円 

(1) 学校支援者（教科

等の指導、学校運営、

学校環境等に関する

相談の対応及び支援

を行う者として教育

委員会の登録を受け

たものをいう。以下こ

の項において同じ。）

の登録に係る受付及

び決定に関する事務 

(2) 幼稚園の園長及び

職名 所属 報酬の額 職務の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

新 旧 

小中学校の校長から

の学校支援者に対す

る相談の受付 

(3) 幼稚園、小学校及

び中学校と学校支援

者との連絡調整に関

する事務 

(4) 学校支援者の幼稚

園、小学校又は中学校

への派遣に係る事務 

(5) (1)から(4)までに

掲げるもののほか、主

管部長が必要と認め

る事務 

東広島市

部活動支

援員 

指導課 １時間につき１，６

００円 

(1) 部活動における実

技及び安全の確保に

関する指導 

(2) 大会、練習試合等

への児童引率 

(3) (1)及び(2)に掲げ

るもののほか、主管部

長が必要と認める事

務 

東広島市

外国語指

導助手コ

ーディネ

ーター 

指導課 １時間につき１，０

００円 

(1)  外国語指導助手

（東広島市外国語指

導助手設置規則（平成

２９年東広島市教育

委員会規則第９号）第

１条に規定する外国

語指導助手をいう。以

下この項において同

じ。）と教育委員会及

び学校との連絡調整

に関する事務 
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新 旧 

(2) 外国語指導助手の

転入及び転出に係る

事務 

(3) 外国語指導助手の

日常生活の支援 

(4) (1)から(3)までに

掲げるもののほか、主

管部長が必要と認め

る事務 

（略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 
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